
コンタクトレンズ検査料について

当院は、「コンタクトレンズ検査料１」の施設基準に適合している旨を、
中四国厚生局に届出を行っております

初診料及び再診料

コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料２９１点を、
当院で過去にコンタクトレンズ検査料算定したことがある方は再診料７５点を算定いたします。

※厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、その
他の眼科学的検査料で算定する場合があります。

木村眼科内科病院

コンタクトレンズ検査料１
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、２００点を算定いたします。

≪コンタクトレンズの診療を行う常勤医師≫ 令和7.4.1現在

木村友剛（院長）、木村格、木村聡、武田哲郎、阪田凌、大久保健司

上記についてご不明な点等あれば、会計窓口までお問合せ下さい。


